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１ 指針策定の目的 

本市では、GIGA スクール構想※1の下、2021 年度に児童生徒１人１台端末と

高速ネットワークの整備が完了し、2022 年 3月には全教職員への指導者用端

末の整備も完了した。この間、2021 年 9 月には、臨時学校休業への対応とし

て全校一斉のオンライン学習を実施し、Web会議システムを含むクラウド利用

が普及した。現在、各小中義務教育学校では、児童生徒１人１台端末の積極的

な活用が進み、児童生徒が授業等で日常的に端末を利用している。 

一方、中教審「令和の日本型学校教育」（答申）※2に示されたように、社会

の在り方が劇的に変わる「Society5.0」の到来や、新型コロナウイルスの感染

拡大など先行き不透明な「予測困難な時代」においては、新学習指導要領の着

実な実施と ICT の活用を通して、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充

実させることで、「主体的・対話的で深い学び」を実現することが求められて

いる。 

そこで佐野市教育委員会では、１人１台端末をより一層効果的に活用して、

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させることで、学習指導要領が

示す「主体的・対話的で深い学び」を実現させることを目的に、令和４年９月

に「佐野市立学校 １人１台端末の効果的な活用に向けた指針」を策定した。

なお、この指針は、状況に応じて毎年度見直しを行うこととする。 
※1GIGA スクール構想とは・・・日本の未来を担う人材を育成することを目的に、2019 年に開始され

た、全国の児童生徒１人１台のコンピュータと高速ネットワークを整備する文部科学省の取組。

「GIGA」は「Global and Innovation Gateway for All」を意味する。 

※2令和３年１月 26 日 中央教育審議会答申 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 

 

２ 本市における GIGA スクール構想の現状、成果と課題 

（１）現状 

・２０２１年３月に市内全小中義務教育学校に児童生徒用１人１台端末の配

置が完了 

小１義１ Windows 端末、小２・義２から中３・義９までが Chrome 端

末 

・２０２１年３月に教員用 Chrome 端末を全校に配置、従来から活用してい 

る学習系 PC(Windows 端末)と併用 

教員が学習指導に利用できる PC が１人１台整備 

・学習用アプリとして、主に Google for Education、ロイロノートスク 

ールを使用 

・令和３年度及び４年度１人１台端末活用のための教職員対象研修会の実施

（佐野市教育センター主催） 
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ICT活用関係研修 ３回、業者による各校への訪問研修、パワーアップ 

研修 ３回 

・Web会議システムを利用した集会等の実施 

・２０２３年３月に大型提示装置２０３台（液晶ディスプレイ１７３台、電

子黒板３０台）を整備。全市立学校の全普通教室への大型提示装置の整備

が完了。 

  

（２）成果 

・全ての学校で１人１台端末の活用が進み、ICT を活用した授業が日常的に

行われるとともに、学校行事での活用など授業以外での活用も進んでい

る。 

・１人１台端末の家庭への持ち帰りが進み、学びの保障と家庭学習の充実が

進みつつある。 

・多くの教員が、様々な研修を通して、１人１台端末を活用した授業改善に

前向きに取り組んでいる。 

・不登校や病気療養、新型コロナウイルス感染による出席停止等により、学

校で学びたくても学べない児童生徒に対し、オンラインでの日常的なやり

取りや授業のライブ配信など、１人１台端末による遠隔・オンライン教育

が実施できるようになった。 

 

（３）課題 

一方、課題として以下のことが挙げられる。 

・１人１台端末の活用は進んでいるが、個別最適な学びと協働的な学びをよ

り充実させるためには、更に研究と実践を重ねていく必要がある。 

・多くの教職員は１人１台端末を積極的に活用しているが、全ての教員が十

分に活用できているわけではない。また、教員の ICT活用指導力には個人

差がある。 

・１人１台端末の家庭への持ち帰りが進んでいるが、全ての学校で日常的な

持ち帰りが進んでいるわけではない。 

・児童生徒の家庭状況（家庭における Wi-Fi環境）や学校の実情によって、

学校の活用状況が異なる場合がある。 

 

これらのことから、今後も１人１台端末を活用した授業の工夫・改善を

進めるとともに、教育の公平性の観点から、活用状況に学級差や学校間の

差が生じないよう、１人１台端末活用の基本的な考えと方向性について市

としての指針を示し、取り組んでいく必要がある。 
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３ 本市における１人１台端末活用の基本的な考えと方向性 

（１）１人１台端末活用の基本的な考え 

 

① 児童生徒の学びの深化と学びの保障 【学校】 

ア １人１台端末をこれまでの実践と組み合わせて活用することで、児童

生徒の実態に応じて学習内容の着実な定着を図る「個別最適な学び」

と、異なる考え方が組み合わさりよりよい学びを生み出していく「協働

的な学び」の充実を図り、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善を進める。 

イ 端末を学習の道具として活用し、児童生徒自身が身に付けたスキル等

を生かしながら、ICT を自由な発想で活用できるような授業デザインを

目指していく。 

 →学年別スキル表の活用（１５ページ参照） 

ウ 不登校や病気療養、出席停止等により登校できない児童生徒に対し、

１人１台端末を活用したオンラインによる学習機会や授業を必要に応じ

て提供することで、学びの保障に努める。 

 

② 児童生徒の情報活用能力の育成 【学校】（１６ページ参照） 

ア １人１台端末を効果的に活用した「主体的・対話的で深い学び」の視

点からの授業改善を進めるために必要となる児童生徒の「情報活用能

力」の育成を図る。 

イ 学習指導要領には、情報活用能力は言語能力等と同様に「学習の基盤

となる資質・能力」の一つとして位置付けられていることから、各教科

等の特質を生かし、教科等横断的な視点から育成を図る。 
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③ 児童生徒の情報モラルの育成 【学校】（１２ページ参照） 

ア 情報教育の年間指導計画の中に情報モラルに関する学習活動を位置付

けるなど、児童生徒の発達の段階に応じて、情報モラルを体系的に育成

していく。 

イ 児童生徒が情報通信ネットワークを通じて他人や社会とよりよい関係

を築けるように、インターネット上の犯罪や有害情報等の問題を理解

し、情報手段を正しく活用するための判断力や態度を身に付けさせる。 

ウ 情報モラルについて学校だよりや保護者会等で働きかけるなど、家庭

との連携を図る。 

 

④ 教員の ICT 活用指導力向上 【学校・市教委】 

ア 「Society5.0※2」の時代に向け、１人１台端末を含む ICT※3を「活用 

したほうがよいもの」から「必要不可欠なもの」との認識を全教員が共

有し、児童生徒の情報活用能力を育成するために必要となる「ICT活用

指導力」の向上を図る。 

 

◆「情報活用能力」とは 

   世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び

情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考え

を形成したりしていくために必要な資質・能力 

 

◆「情報活用能力」の３つの柱 

 【知識及び技能】 

   情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等の方法や、情報化の進展が

社会の中で果たす役割や影響、技術に関する法・制度やマナー、個人が果た

す役割や責任等について、情報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、

情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身に付けていること。 

 【思考力、判断力、表現力等】 

   様々な事象を情報とその結び付きの視点から捉え、複数の情報を結び付け

て新たな意味を見いだす力や問題の発見・解決等に向けて情報技術を適切か

つ効果的に活用する力を身に付けていること。 

 【学びに向かう力、人間力等】 

   情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、

その発展に寄与しようとする態度等を身に付けていること。 

出典:「教育の情報化に関する手引」令和元年 12月 文部科学省 
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  ※2Society5.0 とは・・・サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済は点と社会的課題の解決を両立

する、人間中心の社会（Society）。 
  ※3ICT とは・・・「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、

通信技術を活用したコミュニケーションを指す。コンピュータを単独で使

うだけでなく、ネットワークを活用して情報や知識を共有することも含め

た言葉。 

 

イ 管理職や情報教育担当を中心に、チーム学校として ICT の活用を進

め、教員間の「学び合い」を活性化することにより「ICT 活用指導力」

の向上に努める。 

ウ 教員の ICT 活用指導力の向上を図るため、市教育委員会は、１人１台

端末を含む ICT 活用に係る研修、指導主事や情報教育アドバイザーによ

る校内研修支援・授業支援等を実施する。 

 

⑤ 児童生徒の学びや教職員を支える環境整備 【市教委・学校】 

ア 教員の ICT 活用指導力の状況などを踏まえながら、研修の検討や見直

しを行う。 

イ ICT 活用促進のため、教育センターの各種資料の充実を図る。活用事

例については、随時、情報を共有する。 

ウ デジタル教科書の導入について、国の実証実験等を通して得られた成

果と課題を把握し、検討していく。 

エ 学校や地域の実態に応じて１人１台端末を含む ICT を活用し、校務の

情報化と効率化を図る。 

 

（２）１人１台端末活用の基本的な方向性（１７ページ参照） 

【導入・拡大・普及期】（令和３～５年度） 

◆授業、学校行事、校外学習など、学校における様々な場面で１人１台端

末を活用し、学習活動の充実を図るとともに、基礎的な操作スキルを高

めたり ICTの特性について学んだりする。 

〈学 校〉 

○端末と学習支援クラウドを活用した授業改善（教師主導の授業から学 

◆「ICT活用指導力」とは 

  Ａ 教材研究や指導の準備等に ICTを活用する能力 

  Ｂ 児童生徒に ICT活用を指導する能力 

  Ｃ 授業に ICTを活用して指導する能力 

Ｄ 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力 
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習者主導の学びへの転換） 

(例)・意見交換や話合い活動、学び合いにクラウド型の学習支援アプリを活用 

・児童生徒の思考を深めるために学習支援アプリの思考ツールを活用 

・自分自身の学習状況を客観的に振り返らせるために端末の撮影機能を活用 

・一人一人の習熟の程度等に応じた個別学習に自学支援アプリを活用 

・児童生徒の学習状況を把握するために端末を活用 

○朝の学習や特別活動、校外学習など授業以外の場面での活用 

(例) 遠足、修学旅行、博物館学習などの校外学習、生徒総会、クラブ、委員会、 

部活動 

    ○長期休業等における端末の持ち帰りによる家庭学習 

○Web 会議システムを活用した他校や地域、地域外の人々との交流 

     ○児童生徒の情報活用能力の育成（情報モラルを含む） 

○教員の ICT 活用能力向上のための組織的な取組 

○ICT を活用した校務の情報化と効率化 

〈市教委〉 

○自宅でのオンライン学習を促進する Web サイト等の情報提供 

○普通教室への大型提示装置の整備 

○実践事例の紹介・共有 

○１人１台端末活用に関わる研修の実施と校内研修や授業への支援 

○１人１台端末の活用に役立つ情報の発信（GIGA スクールかわら 

版） 

 

 

【浸透期】（令和５年度～） 

◆１人１台端末の活用を日常化し、児童生徒、教職員が目的や状況に応じ

て、主体的に端末の活用場面や活用方法を選択していく。 

〈学 校〉 

○個々の児童生徒の学習状況に応じた個別最適な学びと協働的な学びの

充実 

○児童生徒が身に付けたスキル等を生かしながら、ICT を自由な発想で 

活用できる授業デザインの構想 

○日常的な端末の持ち帰りによる家庭学習等での活用（学校の実情や家

庭の状況に応じて） 

○Web会議システムを活用した他校や地域、地域外の人々との交流 

○児童生徒の情報活用能力の育成（情報モラルを含む） 

○教員の ICT 活用能力向上のための組織的な取組 

○ICTを活用した校務の情報化と効率化 

〈市教委〉 

○実践事例の紹介・共有 

○１人１台端末活用に関わる研修の実施と校内研修や授業への支援 
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○１人１台端末を活用した授業づくりへの指導助言 

○１人１台端末の活用に役立つ情報の発信（GIGA スクールかわら 

版） 

 

４ １人１台端末活用にあたっての配慮事項等 

（１）端末を利用する上での配慮 

① 操作をする上で 

ア 楽しく、よい使い方、賢い使い方とはどんな使い方かを意識させるよう

にする。 

イ 分からないこと、困ったことがある場合はお互いに助け合うようにす

る。 

ウ 端末は市から貸与されているものとして、責任を持って扱うようにす

る。 

 

② 家庭への持ち帰りに際して 

ア 専用ケースや緩衝材等により端末を保護する。 

イ 学校は、家庭の Wi-Fi 環境への接続を分かる範囲で確認する。 

ウ 学校は、Wi-Fi 環境のない家庭へモバイル Wi-Fi ルータの貸出を行う。 

エ 市教委は、Wi-Fiが利用できる公共施設を紹介する。 

 

③ 健康面（視力の低下等）への配慮 

ア 端末を利用する際にはよい姿勢を保ち、目と端末の画面との距離を３

０cm 以上離す。 

イ ３０分に１回は２０秒以上画面から目を離して休む。 

ウ 「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック（文

部科学省）」などを活用し、児童生徒が自らの健康に自覚をもち、健康に

留意しながら端末を活用できるようにする。 

 

（２）インターネットを利用した情報の収集と発信における配慮 

① 著作権、肖像権等について 

ア 情報教育の年間指導計画に情報モラルについての指導を位置づけ、発

達の段階に応じて指導する。 

イ 「情報モラル学習サイト（文部科学省）」の活用を図る。（１人１台端末

で利用可） 

 

② セキュリティ対策について 

ア アカウントの ID や PW の意味について発達の段階に応じて指導し、情

報活用能力の一つとしてセキュリティに対する意識を高める。 

イ i-Filter（Windows）やロイロノートによるフィルタリングや、ウィル

ス対策ソフト（Windows）によるセキュリティ対策を行う。 
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③ 健康面（依存性）について 

ア 学校から貸し出された端末は学習のみに利用するようにする。 

イ 家庭で利用する場合は、利用時間についての約束を決めておく。 

（３）保護者・市民への発信と、端末利用に対する理解促進 

① 教育委員会 

・Web ページを活用して各校の取組を紹介する。（GIGA 通信） 

 ② 学校 

・Web ページ、学校・学級便りを活用して、学校における取組を紹介す 

る。 

・授業参観、学校公開時において、端末を活用した授業を公開する。 
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実践事例リスト（令和５年４月１日現在） 

※事例ごとに、教育センターWebページにて公開中 

 

①小学校国語（ジャムボード） 

②小学校社会（シンキングツール） 

③小学校社会（ロイロノート） 

④小学校社会（ロイロノート２） 

⑤小学校図工（ロイロノート） 

⑥小学校体育（ロイロノート） 

⑦中学校英語（Google ドライブを利用した共有） 

⑧中学校技術（ロイロノート、スプレッドシート） 

⑨係活動（クラスルーム） 

⑩係活動（ロイロノート） 

⑪生徒総会での活用（Meet、クラスルーム） 

⑫学校行事（ジャムボード） 

⑬学校誌の作成（クラスルーム、フォーム） 

⑭NHK for School の活用 

⑮ｅライブラリ 

⑯家庭での調べ学習（スライド、クラスルーム） 

⑰集会活動（Zoom、ミート） 

⑱ロイロノート資料箱の活用 

⑲教員間の情報共有（クラスルーム） 

⑳校内研修 

㉑休業中のオンラインを利用した学習（ロイロノート） 

 

 

 

GIGA スクールかわら版  

※Ｃ４ｔｈ書庫にて、５７号（令和５年４月１日現在）まで公開中 
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【情報モラルに関する参考資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 28年 2月発行） 

 

 

 

 

  

文部科学省の「教育の情報化に関する手引き

（令和元年 12月）」に掲載されてる「情報モラ

ル指導カリキュラム表」に対応した教材が紹介

されています。 

各校には冊子１冊、DVD１枚が配布済みです。

DVD には指導案例、動画、ワークシート、アン

ケート例、板書例等が保存されています。また、

最新版は文部科学省の Webサイトからのダウン

ロードの可能です。 
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